


戸
長
役
場
史
料
論

(

一

)

丑

木

幸

男

は
じ
め
に

(-
)

近
代
現
代
史
料
論
に
つ
い
て
は
'
日
本
歴
史
学
会
編

『
日
本
古
文
書
論
集
』
に
近
世
史
料
論
ま
で
で
近
代

･
現
代
史
料
論
が
掲
載
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
象
致
さ
れ
る
よ
う
に
'
立
ち
遅
れ
て
い
る
日
本
の
史
料
学
の
中
で
も
特
に
研
究
が
手
薄
な
分
野
で
あ
る
｡
『
日
本
古
文

(2
)

(3
)

(4
)

書
学
講
座
』
近
代
編

1
･
二
･
三
'
『文
献
資
料
調
査
の
実
務
』'

『近
代
文
書
学
へ
の
展
開
』
な
ど
の
研
究
が
あ
り
'
次
第
に
研
究
が
進

ん
で
は
い
る
が
'
ま
だ
事
例
紹
介
が
中
心
で
あ
り
'
概
観
で
き
る
ま
で
に
は
な
っ
て
い
な
い
｡

(5
)

丹
羽
邦
男
氏
は

｢近
代
史
料
論
｣
で
'
中
央
集
権
国
家
の
確
立
の
性
格
か
ら
公
的
史
料
の
優
越
を
指
摘
し
'
近
代
の
私
的
史
料
を
政
府

に
よ
る
統
制
を
中
心
と
し
て
概
観
し
た
｡
ま
た
'
近
代
民
間
史
料
を
資
本
主
義
の
発
達
に
関
連
さ
せ
て
'
概
観
す
る
試
み
も
行
わ
れ
て
い

る
が
'
そ
れ
ら
の
試
論
は
近
代
史
料
の
構
造
そ
の
も
の
か
ら
立
論
す
る
の
で
は
な
く
､
日
本
の
近
代
史
研
究
に
あ
て
は
め
て
近
代
史
料
論

を
構
築
し
ょ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
｡

(6
)

津
田
秀
夫
氏
は

『史
料
保
存
と
歴
史
学
』
に
お
い
て
'
近
代
史
料
論
の
課
題
と
し
て
'
公
文
書
が
選
択
に
よ
っ
て
大
量
に
廃
棄
さ
れ
て

き
た
苦
い
経
験
を
ふ
ま
え
て
'
選
択
の
基
準
が
行
政
的
現
用
価
値
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
危
枚
感
を
抱
き
'
選
択
基
準
と
し
て
歴
史
的

戸
長
役
場
史
料
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(
1
)
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木
)
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史
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八
四

価
値
を
優
先
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
近
代
現
代
史
料
論
は
現
用
文
書
を
後
世
に
保
有
す
る
責
務
が
あ
り
'
近
世
ま
で

の
史
料
論
と
は
異
な
り
'
保
存
さ
れ
て
い
る
史
料
に
つ
い
て
だ
け
検
討
す
る
の
で
は
な
く
'
現
用
文
書
を
保
存
で
き
る
理
論
の
構
築
を
提

唱
し
て
い
る
｡
情
報
公
開
制
度
に
よ
り
逆
に
史
料
の
廃
棄
や
非
公
開
が
進
ん
だ
り
､
朝
鮮
人
強
制
連
行
や
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
'
史
料
保
存
や
公
開
制
度
に
課
題
が
山
積
し
て
い
る
近
代
現
代
史
料
論
の
確
立
は
､
緊
急
の
課
題
と
い
え
よ
う
｡

1
九
九
二
年
九
月
'
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
第
十
二
回
国
際
文
書
館
評
議
会
世
界
大
会
に
参
加
し
て
､
史
料
保
存
体
制
の
面

で
も
日
本
の
立
場
が
微
妙
で
あ
る
こ
と
が
印
象
探
か
っ
た
｡
大
会
の
テ
ー
マ
が

｢情
報
化
時
代
の
専
門
家
-
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
を
考
え
る
-
｣

で
あ
っ
た
が
'
報
告
や
討
論
の
な
か
で
'
欧
米
と
日
本
が

｢情
報
の
侵
略
者
｣
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
幾
度
も
あ
っ
た
｡
日
本
の
文
書
保

存
体
制
は
世
界
的
に
み
て
非
常
に
立
ち
遅
れ
て
い
る
こ
と
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
'
そ
れ
を
バ
ネ
に
史
料
保
存
体
制

を
充
実
さ
せ
る
べ
-
努
力
し
て
き
た
｡
日
本
は
史
料
保
存
の
発
展
途
上
国
で
あ
る
の
で
'
第
三
世
界
を
含
む
先
進
国
か
ら
多
-
の
も
の
を

学
ん
で
､
史
料
保
存
体
制
の
発
展
を
は
か
り
た
い
'
そ
の
た
め
の
援
助
を
期
待
す
る
傾
向
が
あ
る
が
'
そ
れ
は
国
際
的
に
は
通
用
し
な
い
'

我
々
の
甘
え
で
し
か
な
い
｡
特
に
日
本
の
経
済
的
な
地
位
の
向
上
に
と
も
な
い
'
第
三
世
界
か
ら
み
れ
ば
日
本
は
今
ま
で
奪
い
取
っ
て
き

た
欧
米
諸
国
と
同
校
で
あ
る
｡
日
本
は
文
書
保
存
の
う
え
か
ら
も
'
諸
外
国
に
還
元
す
べ
き
も
の
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
'
そ
の

た
め
の
国
内
の
体
制
を
と
と
の
え
る
努
力
を
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
｡

外
国
に
あ
る
日
本
関
係
の
史
料
を
収
集
す
る
こ
と
に
は
熱
心
で
あ
る
が
'
日
本
に
あ
る
外
国
関
係
の
史
料
を
公
開
す
る
努
力
は
あ
ま
り

な
い
｡
特
に
近
代
史
で
大
き
な
位
置
を
占
め
る
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
侵
略
を
跡
づ
け
る
史
料
を
ア
ジ
ア
諸
国
に
求
め
る
だ
け
で
'
侵
略
し
た

側
で
あ
る
日
本
国
内
の
史
料
を
保
存
公
開
し
提
供
を
用
意
す
る
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
'
朝
鮮
人
強
制
連
行
や
慰
安
婦
問
題

で
暴
露
さ
れ
た
L
t
安
保
条
約
改
定
時
の
外
交
過
程
を
ア
メ
リ
カ
で
公
開
さ
れ
る
史
料
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
｡
国

民
に
公
開
す
る
だ
け
で
な
-
'
諸
外
国
に
向
け
て
も
公
開

･
提
供
す
る
体
制
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
り
'
近
代
現
代
史
料
論
に
組
み
込
む



べ
き
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
｡

史
料
は
全
面
的
に
'
保
存
し
'
公
開
し
'
平
等
利
用
す
べ
き
だ
と
い
う
原
則
は
'
戟
後
の
史
料
保
存
運
動
の
到
達
し
た
す
ぐ
れ
た
成
果

で
あ
る
が
'
近
代
の
公
文
書
に
限
っ
て
み
て
も
国
家
機
密
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
理
由
と
す
る
非
公
開
文
書
が
多
-
'
そ
れ
ら
の
史
料
を
廃

棄
'
改
ざ
ん
'
隠
匿
さ
せ
な
い
た
め
の
理
論
を
'
近
代
現
代
史
料
論
は
組
み
込
む
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
｡
ま
し
て
や
'
個
人
所
蔵
の

近
代
現
代
史
料
の
保
存
に
つ
い
て
は
公
的
な
制
限
を
付
け
る
こ
と
が
不
可
能
の
現
状
で
'
人
煩
の
歴
史
通
産
と
し
て
そ
れ
を
保
存
L
t
公

開
す
る
こ
と
を
要
請
で
き
る
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
｡

近
代
現
代
史
料
は
時
期
的
に
現
代
に
接
近
す
る
た
め
に
'
史
料
的
価
値
を
認
め
ら
れ
な
い
だ
け
で
は
な
く
'
十
五
年
戦
争
の
敗
戦
に
と

も
な
う
価
値
観
の
変
動
'
お
よ
び
高
度
経
済
成
長
期
の
村
落
共
同
体
の
崩
壊
に
と
も
な
い
､
伝
統
的
価
値
感
が
激
変
L
t
史
料
保
存
に
意

義
を
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
'
特
に
近
代
現
代
史
料
の
廃
棄
を
促
進
し
た
要
因
と
考
え
ら
れ
る
｡

一
方
で
は
'
そ
う
し
た
中
だ
か

ら
こ
そ
保
存
す
べ
き
だ
と
い
う
認
識
も
広
ま
り
'
史
料
保
存
運
動
も
さ
か
ん
に
な
っ
て
は
い
る
｡

本
稿
で
は
近
代
現
代
史
料
論
全
体
を
構
築
す
る
基
礎
作
業
の
1
つ
と
し
て
'
近
代
現
代
史
料
研
究
の
な
か
で
も
特
に
立
ち
遅
れ
て
い
る
'

地
方
文
書
調
査
で
一
般
的
に
み
ら
れ
る
戸
長
役
場
史
料
を
検
討
し
た
い
｡

戸
長
役
場
史
料
は
近
世
史
料
と
近
代
現
代
史
料
の
過
渡
期
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
'
史
料
の
存
在
は
町
村
役
場
史
料
へ
引
き
継
が
れ
て

い
る
場
合
も
あ
る
が
'
名
主
史
料
と
と
も
に
保
存
さ
れ
て
い
る
事
例
が

一
般
的
で
あ
る
｡
近
世
の
史
料
管
理
か
ら
近
代
の
史
料
管
理
へ
移

行
す
る
時
期
の
史
料
で
あ
る
｡
し
か
し
'
地
方
行
政
制
度
と
し
て
は
'
府
県
の
制
度
が

一
八
七

一
年
四
月
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
三

〇
五
府

県
か
ら
同
年
末
に
七
五
府
県
に
統
合
さ
れ
て
以
後
も
改
変
が
続
き
'
七
六
年
に
ほ
ぼ
固
定
し
て
き
た
が
'
そ
の
後
も
八

〇
年
に
徳
島
県
'

八

一
年
に
滋
賀
県
'
八
三
年
に
富
山

･
鳥
取

･
佐
賀

･
宮
崎
各
県
'
八
七
年
に
奈
良
県
'
八
八
年
に
香
川
県
が
成
立
す
る
な
ど
府
県
の
統

廃
合
が
続
い
て
お
り
､
町
村
レ
ベ
ル
の
戸
長
制
度
は
そ
れ
以
上
に
不
安
定
で
あ
り
'
政
府
と
し
て
も
全
国
的
な
統

一
制
度
を
確
立
で
き
な

戸
長
鎗
場
史
料
論

(
一
)

(丑
木
)

八
五



史
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号

か
っ
た
た
め
に
'

地
方
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
が
存
続
し
た
｡

戸
長
役
場
史
料
は
戸
長
の
職
務
に
と
も
な
っ
て
作
成

･
授
受
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
の
で
'
第

一
章
で
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
職
務
を
確
認

し
た
い
｡
戸
長
の
職
務
は
'
戸
籍
法
､
大
区
小
区
制
'
郡
区
町
村
編
制
法
'
明
治
十
七
年
の
改
正
の
時
期
に
よ
り
異
な
り
'
そ
の
う
え
戸

長
の
管
轄
範
囲
も
時
期
に
よ
り
異
な
り
'
ま
た
'
全
国
共
通
の
職
務
の
規
程
が
な
い
こ
と
も
あ
り
'
地
域
ご
と
に
制
度
自
体
が
異
な
る
の

で
'
可
能
な
限
り
全
国
的
な
共
通
項
を
引
き
出
す
こ
と
を
試
み
た
｡

特
に
戸
長
制
度
の
変
化
の
検
討
で
留
意
し
た
の
は
'
町
村
規
模
拡
大
の
政
府
の
意
向
と
､
戸
長
た
ち
の
そ
れ
へ
の
反
発
'
結
局
は
町
村

合
併
が
実
現
し
て
政
府
側
の
意
向
が
通
っ
た
の
で
あ
る
が
'
と
も
す
れ
ば
政
府
の
政
策
基
調
が
そ
の
ま
ま
貫
徹
し
た
か
の
よ
う
に
地
方
政

治
を
捉
え
る
傾
向
が
強
い
の
で
'
政
府
の
意
向
と
そ
れ
へ
の
地
方
の
対
応
を
解
明
す
る
こ
と
が
第

一
点
日
で
あ
る
｡
戸
長
時
代
に
突
然
に

町
村
の
広
域
化
の
試
み
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
は
な
く
'
江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
が
あ
り
'
そ
れ
と
の
関
連
を
注
目
し
た
こ
と
が
第
二
点
目

で
あ
る
｡
ま
た
'
制
度
の
改
変
が
続
い
た
底
流
で
江
戸
時
代
以
来
の
村
が
ど
う
い
う
対
応
を
し
た
の
か
'
村
の
機
能
が
大
区
小
区
や
連
合

戸
長
役
場
に
埋
没
し
て
否
定
さ
れ
た
の
か
'
継
続
し
た
の
か
と
い
う
'
村
の
機
能
の
解
明
が
三
点
目
で
あ
る
｡
こ
れ
は
戸
長
の
機
能
と
も

戸
長
役
場
史
料
の
管
理
と
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
｡

第
二
章
で
は
'
個
別
的
な
事
例
と
し
て
武
蔵
国
大
麻
生
村
古
沢
家
文
書
を
取
り
上
げ
て
'
戸
長
の
職
務
の
変
化
と
関
連
さ
せ
て
'
戸
長

役
場
史
料
の
構
造
分
析
を
試
み
､
戸
長
役
場
史
料
の
管
理
と
そ
の
特
質
を
検
討
し
た
い
｡



第

〓
早

戸
長
制
度
の
変
遷
と
戸
長
の
職
務

一

戸
籍
区
と
戸
長

-

戸
籍
法
と
戸
長

(-
)

一
八
七

一
年

(明
治
四
)
四
月
四
日
'
太
政
官
第

一
七

〇
号
布
告
で
次
の
戸
籍
法
が
制
定
さ
れ
'
戸
長
制
度
が
開
始
さ
れ
た
｡

第

1
則

戸
籍
旧
習
ノ
錯
雑
ア
ル
所
以

ハ
族
属
ヲ
分
ツ
テ
之
ヲ
編
製
シ
'
地

二
就
テ
之
ヲ
収

メ
サ
ル
ヲ
以
テ
遺
漏
ノ
事
ア
リ
ー
錐
そ
､
之
ヲ
検

査
ス
ル
ノ
便
ヲ
得
サ
ル
ニ
依
レ
-
､
故

二
此
度
絹
製
ノ
法
臣
民

一
般

(華
族
士
族
卒
嗣
官
僧
侶
平
成
民
迄
ヲ
云
以
下
准
之
)
其
住
居

ノ
地

二
就
テ
之
ヲ
収

メ
専
ラ
退
ス
ナ
キ
ヲ
旨
ト
ス
'
故

二
各
地
方
土
地
ノ
便
宜

二
随
ヒ
予
メ
区
画
ヲ
定

メ
'
毎
区
戸
長
並

二
副
ヲ
置

キ
'
長
並

二
副
ヲ
シ
テ
其
区
内
戸
数
人
員
生
死
出
入
等
ヲ
詳

ニ
ス
ル
事
ヲ
掌
ラ
シ
ム
へ
シ

第
二
則

戸
長

ハ
必
ス
長
卜
副
-
ニ
限
ル
へ
カ
ラ
ス
'
時
宜

ニ
ヨ
リ
長
副
数
名
ア
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
ー
ス

但
戸
長
ノ
務

ハ
是
迄
各
処

二
於
テ
荘
星
名
主
年
寄
触
頭
卜
唱
ル
者
等

二
掌
ラ
シ
ム
ル
モ
'
又

ハ
別
人
ヲ
用

ユ
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ

第
三
則

凡
ソ
区
画
ヲ
定
ム
ル
誓

ハ
一
府

一
郡
ヲ
分
テ
何
区
或

ハ
何
十
区
-
シ
'
其

一
区
ヲ
定
ム
ル
ハ
四
五
丁
モ
シ
ク
ハ
七
八
村
ヲ
組
合
ス
へ

シ
'
然
レ
共
其
小
ナ
ル
モ
ノ
ハ
数
十

二
及
ヒ
'
大
ナ
ル
モ
ノ
二

二
二
止
ル
モ
都
テ
其
時
宜
卜
便
利
-
ニ
任
七
妨
ナ
シ

(時
)

但
急

二
区
画
ヲ
定
メ
難
キ
所

ハ
仮

二
便
宜

二
従
ヒ
一
村

一
町

ニ
テ
検
査
セ
シ
ム
ル
モ
妨
ナ
シ
'
官
ノ
学
校
兵
隊
屯
所
等
又

ハ
大
社

戸
長
役
場
史
料
論
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一
)

(丑
木
)
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史
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八
八

大
寺
ノ
別
二
区
域
ヲ
ナ
セ
シ
ハ
'
其
官
司
ノ
吏
員
其
社
寺
等
ノ
執
事
等

ニ
テ
'
戸
長
ノ
事
ヲ
扱

ハ
シ
ム
ル
モ
妨
ナ
シ

(以
下
略
)

戸
籍
の
た
め
の
区
画

(戸
籍
区
)
を
設
置
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
区
に
戸
長
と
副
と
を
置
い
て
戸
籍
事
務
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
に
し

(第

一
則
)､
戸
長
は
名
主
等
の
兼
務
を
認
め

(第
二
則
)'
区
画
の
設
置
は
四
五
丁
､
七
八
村
を
組
み
合
わ
せ
る
が
'
便
宜
に
従
っ
て
'
場
令

に
よ
れ
ば

一
村
で
も
か
ま
わ
な
い
と
し
た

(第
三
則
)｡
戸
長
は
戸
籍
区
を
管
轄
す
る
よ
う
で
あ
る
が
'
名
主
と
の
兼
務
を
認
め
､
｢急

二

区
画
ヲ
定
メ
難
キ
所

ハ
仮

二
便
宜
二
従
ヒ
1
村

1
町
ニ
テ
検
査
セ
シ
ム
ル
モ
妨
ナ
シ
｣
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
'

1
村
を
管
轄
す
る
こ
と

も
認
め
た
｡
唆
味
な
規
定
で
あ
る
｡
以
下
､
第
三
三
別
ま
で
詳
細
に
戸
籍
事
務
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
'
六
年
ご
と
に
戸
籍
を
改
正

す
る
と
し
'
ま
た
第
七
則
で

｢毎
区
二
官
私
ノ
差
別
ナ
ク
臣
民

一
般
番
号
ヲ
定
メ
'
其
住
所
ヲ
記
ス
ニ
都
テ
何
番
昆
舗
卜
記
シ
絹
製
ノ
順

序
モ
其
号
数
ヲ
以
テ
定
ル
ヲ
要
ス
｣
と
'
番
地
制
度
を
導
入
し
た
｡

政
府
の
方
針
で
は
戸
長
は
戸
籍
事
務
だ
け
を
扱
わ
せ
'
町
村
行
政
は
従
来
の
名
主
に
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
が
'
戸
長
に
任
命
さ

れ
た
の
は
大
庄
星
や
組
合
村
総
代
な
ど
の
地
方
で
大
き
な
勢
力
を
持
つ
名
望
家
が
多
-
'
従
来
行
っ
て
い
た
戸
籍
事
務
以
外
に
も
機
能
を

発
揮
す
る
こ
と
は
充
分
予
想
さ
れ
る
｡
政
府
も

一
八
七

一
年
十
二
月
に
広
島
県
の
申
請
に
対
す
る
指
令
で

｢長
副
ノ
儀
戸
口
名
籍
ノ
ミ
ノ

(8
)

動
向
ナ
レ
ト
モ
都
合
ニ
ヨ
リ
地
方
ノ
諸
務
取
扱

ハ
セ
不
苦
｣
と
､
戸
長
が
戸
籍
事
務
以
外
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
て
い
た
｡

許
容
範
囲
の
広
い
規
定
で
あ
っ
た
た
め
全
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
戸
籍
区
が
設
け
ら
れ
た
｡

い
-
つ
か
の
形
態
に
分
類
し
て
紹
介
し
て
お
こ
う
｡

戸
籍
区
を
設
置
せ
ず
､
戸
長
も
任
命
し
な
か
っ
た
事
例
｡

京
都
府
で
は
一
八
七
二
年
五
月
に
庄
屋

･
年
寄
の
廃
止
に
と
も
な
い
'
中
年
寄
を
区
長
'
町
年
寄
を
戸
長
に
改
称
し
､
小
学
校
区
を
戸

(9
)

籍
区
に
利
用
し
て
お
り
'
そ
れ
以
前
に
は
設
置
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

大
庄
崖
､
名
主
と
は
別
に
戸
籍
区
に
戸
長
が
設
置
さ
れ
た
事
例
｡
戸
籍
法
の
趣
旨
に
か
な
っ
た
事
例
で
あ
り
､
こ
の
場
合
は
戸
長
の
職



務
は
戸
籍
事
務
に
限
ら
れ
る
｡

山
梨
県
で
は
一
八
七
二
年

一
月
に
千
戸
を
基
準
と
し
て
戸
籍
区
を
設
置
し
'
戸
長
を
匿
い
た
が
'
郡
中
総
代
は
別
に
い
る
の
で
､
戸
長

(川
)

の
職
務
は
戸
籍
事
務
に
限
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
｡

木
更
津
県
で
は
七
二
年
三
月
に
五
百
戸
以
上
で
1
画
を
編
成
し
'
三
か
ら
六
画
で
1
区
を
鰐
成
し
て
'
五
〇
区

1
九
七
画
を
設
置
し
'

(‖
)

画
に
戸
長
を
置
い
た
｡
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
'
定
着
す
る
前
に
名
主
廃
止
に
な
っ
た
の
で
'
と
り
あ
え
ず
仮
正
副
戸
長
を
設
置
す
る
こ

と
に
し
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
｡

宇
和
島
県
を
改
称
し
た
神
山
県
で
は
一
八
七
二
年
七
月
に
庄
屋
と
併
存
し
て
い
た
戸
長
の
届
出
る
べ
き
喜
頬
を
指
示
し
た
が
'
い
ず
れ

(t2
)

も
戸
籍
に
関
す
る
も
の
の
み
で
あ
り
'
戸
長
の
職
務
は
戸
籍
作
成
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
｡

一
八
七
三
年
二
月
に
庄
屋

が
廃
止
さ
れ
た
｡

戸
長
が
大
庄
屋
等
と
兼
務
の
事
例
｡
こ
の
場
合
の
職
務
は
地
方
行
政
全
般
に
な
る
｡

(13
)

浦
和
県

(現
'
埼
玉
県
)
で
は
一
八
七
〇
年
に
再
編
成
さ
れ
た
取
締
組
合
村
を
そ
の
ま
旦
戸
籍
区
と
し
た
｡

(Z
)

三
重
県
で
は
1
八
七
1
年
七
月
に
戸
籍
区
を
設
置
し
て
'
戸
長
を
任
命
し
た
が
'
戸
長
は
大
庄
臣
'
副
は
庄
屋
肝
煎
を
仮
に
任
命
し
た
｡

(15
)

翌
七
二
年
三
月
に
戸
長
以
下
職
掌
を
創
定
し
た
が
'
戸
籍
事
務
だ
け
で
は
な
く
地
方
行
政
全
般
を
取
り
扱
わ
せ
た
｡
後
述
の
岩
鼻
県
の
事

例
も
こ
れ
に
該
当
す
る
.

山
形
県
で
は
一
八
七

一
年
八
月
'
村
山
郡
に
二
七
区
'
置
賜
郡
に
五
戸
籍
区
の
よ
う
に
郡
を
単
位
と
し
て
戸
籍
区
を
設
置
し
'
名
主
庄

屋
を
廃
止
し
て
区
戸
長
を
置
き
'
町
村
に
副
戸
長
'
里
保
正
を
設
置
し
て
'
上
意
下
達
の
事
務
を
行
わ
せ
た
｡
翌
年

一
月
'
区
画
を
改
正

(_6
)

し
て
郡
ご
と
に
合
計
四
八
の
戸
籍
区
を
設
置
し
た
｡
名
主
廃
止
で
あ
る
の
で
'
戸
長
の
事
務
は
地
方
行
政
全
般
に
な
る
｡
町
村
に
副
戸
長

を
設
置
し
た
の
で
'
副
戸
長
を
管
轄
す
る
戸
長
は
大
庄
星
的
存
在
で
あ
ろ
う
｡

戸
長
役
場
史
料
論

(
こ

(丑
木
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
四
号

九
〇

韮
山
県

(現
､
静
岡
県
)
で
は
一
八
七

1
年
四
月
に
戸
籍
区
を
設
置
し
た
が
'

1
八
六
九
年
に
再
編
成
し
た
組
合
村
を
踏
襲
L
t
翌
年

(t7
)

二
月
に
は
二
二
区
に
改
正
し
た
｡
戸
長
に
は
当
分
の
間
旧
組
合
村
総
代
を
充
て
'
新
た
に
選
出
さ
せ
た
が
､
町
村
で
の
選
出
は
難
行
L
t

(t8
)

旧
総
代
を
選
出
し
て
い
る
村
も
あ
る
｡
組
合
村
の
総
代
が
戸
長
に
選
出
さ
れ
て
お
り
'
職
務
は
戸
籍
事
務
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
､
実

際
に
は
地
方
行
政
全
般
を
扱
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
'
そ
の
た
め
に
人
選
が
難
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡

大
阪
府
で
は
一
八
六
九
年
に
三
郷
を
廃
止
し
て
四
大
組
を
設
置
し
'
大
組
の
な
か
に
町
組
を
設
置
し
､
そ
れ
ぞ
れ
に
大
年
寄
'
中
年
寄
'

各
町
に
町
年
寄
を
置
い
た
が
､
七

1
年
に
五
四
組
'
二
1
四
番
に
再
編
成
L
t
戸
籍
法
の
布
告
に
よ
り
'
大
年
寄
を
総
区
長
'
中
年
寄
を

(t9
)

区
長
'
少
年
寄
を
戸
長
と
改
称
し
た
｡

大
区
小
区
制
を
敷
い
た
事
例
｡

(20
)

日
光
県

(栃
木
県
)
で
は
'

一
八
七

一
年
六
月
に
大
区
の
名
称
で
は
な
い
が
'
部
を
設
置
し
'
五
部
に
七
五
区
を
所
属
さ
せ
た
｡
県
更

の
管
轄
区
域
を
部
に
よ
っ
て
定
め
た
よ
う
で
あ
る
｡
先
の
木
更
津
県
の
事
例
も
実
質
的
に
は
大
区
小
区
制
で
あ
る
｡

広
島
県
で
も

一
八
七

一
年

一
〇
月
に
一
五
八
の
戸
籍
区
を
設
置
し
'
戸
長
の
任
命
ま
で
は
行
え
な
か
っ
た
が
'
翌

一
八
七
二
年

一
月
に

戸
長
を
任
命
す
る
こ
と
に
L
t
同
年
二
月
か
ら
大
区
小
区
を
敷
い
た
｡

一
八
七
二
年

一
月
に
戸
長
以
下
の
職
制
を
定
め
た
が
､
戸
長
は

(21
)

｢県
庁
ノ
旨
ヲ
受
ケ
管
轄
区
内
ノ
庶
務
ヲ
整
理
ス
ル
事
ヲ
掌
ル
｣
と
'
地
方
行
政
全
般
を
取
り
扱
あ
せ
た
｡

福
山
藩

(広
島
県
)
で
は
一
八
七
一
年
七
月
に
庄
屋
を
廃
止
し
て
'

一
郡
を
大
区
と
し
て
そ
の
下
に
小
区
を
設
置
し
て
'
小
区
ご
と
に

(22
)

戸
長
を
置
い
た
｡
そ
の
職
務
は

｢従
前
庄
屋
役
之
通
諸
事
可
取
扱
｣
と
地
方
行
政
全
般
を
担
当
さ
せ
た
｡

新
川
県

(富
山
県
)
で
も

一
八
七
二
年

一
月
'
五
千
戸
を

一
大
区
と
し
て
区
長
を
置
き
'

一
千
戸
を
小
区
と
し
て
戸
長
を
匿
い
た
が
'

(23
)

六
月
に
正
副
戸
長
に
改
称
し
た
｡

(24
)

宇
都
宮
県
で
は
一
八
七
二
年
正
月
二
十
八
日
に
大
蔵
省
へ
戸
長
設
置
の
伺
い
を
出
し
た
｡



大
区
小
区
画
ヲ
制
定
セ
ソ
ー
'
権
大
属
安
藤
泰
愛
ヲ
芳
賀

･
那
須
両
郡
ニ
'
権
少
属
立
岩
至
徳
ヲ
河
内

･
塩
谷
両
郡

二
派
遣
シ
-
各

村
ヲ
巡
行
セ
シ
メ
'
地
勢
実
際
ノ
便
否
ヲ
度
リ
､
以
テ
分
区
ノ
目
的
ヲ
立
テ
シ
ム
'
-
是
日
区
画
制
定
'
戸
長
設
置
ノ
葉
状
ヲ
大
蔵

省

二
出
ダ
ス

一
'
管
下
四
部
分
区
ノ
儀
'
五
百
戸
ヲ
以
テ
一
区
卜
定
メ
'
戸
長

一
員

･
副
二
見
ヲ
置
､
別

二
里
正
ヲ
置
カ
ス
'
区
内
ノ
事
務

一
切

為
取
扱
不
苦
快
哉
-

(伺
ノ
通
)

壬
申
二
月
五
日

名
主
制
度
廃
止
以
前
の
一
八
七
二
年

一
月
に
'
伺
い
の
文
章
に
は
大
区
小
区
設
置
に
触
れ
て
は
い
な
い
が
'
大
区
小
区
設
置
を
前
提
と

し
て

｢区
内
ノ
事
務

一
切
｣
を
取
り
扱
う
戸
長
の
設
置
を
伺
い
'
そ
の
翌
月
に
大
蔵
省
が
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡
三
月
に
は
七
大
区
七

六
小
区
を
編
成
し
て
'
県
内
に
布
達
し
て
い
る
｡
大
区
は
平
均

1
二
八
町
村
'
五
八
五
四
戸
'
小
区
は
平
均

〓

1町
村
'
五
三
九
戸
で
編

成
L
t
大
区
に
戸
長
'
小
区
に
副
戸
長
､
村
に
村
総
代
'
伍
長
を
置
い
た
｡

(25
)

新
治
県
で
は
一
八
七
二
年
二
月
に
五
大
区
五
一
小
区
を
設
置
し
'
小
区
に
副
区
長
'
村
に
戸
長
を
置
い
た
｡

東
京
府
で
は
一
八
七

一
年
六
月
に
朱
引
内
は
四
四
区
と
し
た
が
'
朱
引
外
に
六
大
区
二
五
小
区
を
設
置
し
'
小
区
に
戸
長

･
副
長
を
置

い
た
｡
し
か
し
'
同
年
八
月
に
大
区
小
区
を
廃
止
し
て
､
区
と
し
朱
引
内
の
区
に
続
け
て
六
九
区
ま
で
と
し
た
｡
同
年

一
一
月
に
府
下
全

(26
)

域
に
大
区
小
区
を
設
置
し
た
｡

い
く
つ
か
の
事
例
で
名
主
制
度
廃
止
以
前
の
戸
籍
区
時
代
の
戸
長
制
度
を
み
て
き
た
が
'
戸
籍
法
の
規
定
ど
お
り
に
戸
籍
区
を
設
置
し

て
'
大
庄
星
や
取
締
組
合
村
総
代
と
は
別
に
戸
長
を
選
出
し
た
地
方
も
あ
る
が
'
そ
れ
以
外
に
京
都
府
の
よ
う
に
戸
籍
区
を
設
置
し
な
い

事
例
'
大
庄
屋
や
総
代
が
兼
務
を
し
て
い
る
事
例
も
多
-
'
東
京
府
'
広
島
県
'
宇
都
宮
県
な
ど
の
よ
う
に
大
区
小
区
制
を
先
取
り
し
て

施
行
し
て
い
る
事
例
ま
で
あ
る
｡
大
区
小
区
制
を
敷
い
た
事
例
以
外
は
'
町
村
は
存
続
し
'
名
主
な
ど
の
村
役
人
も
設
置
さ
れ
て
い
た
｡

戸
長
役
場
史
料
論

(
こ

(丑
木
)

九
一



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
四
号

九
二

戸
籍
区
時
代
の
戸
長
は
管
轄
区
域
を
拡
大
し
た
が
'
管
轄
区
域
は
関
東
で
い
え
ば
取
締
組
合
村
と
は
ぼ
同
規
模
の
地
方
が
多
-
､
大
惣

代
の
管
轄
区
域
と
同
じ
規
模
で
あ
り
'
小
惣
代
の
管
轄
区
域
と
同
様
な
小
組
合
は
結
成
し
て
い
な
い
｡
戸
長
の
下
に
各
村
に
戸
長
副
を
設

置
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
村
の
機
能
が
戸
籍
区
に
奪
わ
れ
た
の
で
は
な
く
'
三
重
県
の
各
村
に
置
か
れ
た
戸
長
副
の
職
務
と
し
て

｢村

(27
)

町
中
争
訟
ノ
事
発
ラ
ハ
'
伍
長
ヲ
立
会
七
其
ノ
原
田
ヲ
尋
テ
事
ノ
曲
直
ヲ
糾
シ
道
理
ヲ
推
テ
之
ヲ
勘
解
ス
可

シ
｣

の
規
定
に
表
れ
て
い
る

よ
う
に
'
村
の
惣
代
的
な
役
割
を
維
持
さ
せ
'
末
端
の
地
方
行
政
の
円
滑
な
運
営
を
補
助
さ
せ
て
い
る
｡
し
か
し
'
制
度
は
わ
ず
か
な
期

間
で
変
更
に
な
り
'
府
県
制
度
も
大
き
-
変
わ
っ
て
い
る
時
期
で
あ
る
の
で
'
定
着
し
な
か
っ
た
地
方
が
多
い
｡

次
に
戸
長
の
職
務
を
検
討
す
る
前
に
'
広
域
化
の
試
み
を
江
戸
時
代
か
ら
の
伝
統
と
関
連
さ
せ
て
検
討
し
て
お
き
た
い
｡

2

広
域
化
の
伝
統

地
方
政
治
の
広
域
化
は
'
戸
籍
法
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
試
み
ら
れ
た
の
で
は
な
く
'
江
戸
時
代
の
広
域
化
の
試
み
の
継
続
と
い
え
る
｡

(28
)

全
国
的
に
は
惣
代
庄
屋
'
大
庄
屋
制
を
と
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
､
関
東
で
は
文
政
の
改
革
で
設
け
ら
れ
た
取
締
組
合
村
が
著
名
で
あ
る
｡

関
東
に
お
け
る
取
締
組
合
村
は
次
の
と
お
り
結
成
さ
れ
た

(表

1
)｡
平
均
す
る
と
二
七

･
八
か
村
'

1
万
二
四
九
六
石
で
1
取
締
組
合

村
を
編
成
し
た
こ
と
に
な
る
｡

組
合
村
の
性
格
に
つ
い
て
は
議
論
が
多
い
｡
幕
藩
権
力
の
末
端
の
行
政
を
に
な
い
'
特
に
治
安
維
持
能
力
を
補
完
す
る
た
め
に
中
間
機

構
と
し
て
行
政
的
に
設
定
さ
れ
た
と
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
が
'
村
民
の
総
代
的
側
面
を
重
視
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
が
出
さ
れ
'
実
証

的
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
｡

甲
斐
国
で
は
幕
府
領
に
総
代
庄
屋
制
が
敷
か
れ
て
い
た
が
'

一
八
六
九
年
に
組
合
村
の
総
代
性
を
否
定
L
t
上
意
下
達
機
能
を
中
心
と

す
る
中
間
支
配
機
構
に
改
編
し
､
七

7
年
に
戸
籍
区
の
戸
長
に
惣
代
の
1
部
を
任
命
L
t
翌
年
に
は
惣
代
を
廃
止
し
て
'
惣
代
機
能
を
欠



如
さ
せ
た
上
意
下
達
の
仲
介
の
み
を
機
能
と
す
る
戸
長
に
統

一
し
た
｡
越
後
国
で
は

組
々
惣
代
が

一
八
六
五
年
の
郡
中
惣
代
不
正

一
件
の
闘
争
に
農
民
の
惣
代
と
し
て
闘

い
'
成
功
さ
せ
た
た
め
に
'
明
治
以
後
も
郡
中
会
所
を
設
置
し
て
惣
代
と
し
て
の
機

能
を
発
揮
し
て
い
た
｡

一
八
七

〇
年
に
柏
崎
県
は
郡
中
会
所
を
廃
止
L
t
県
の
官
吏

の
筆
生

･
小
達
に
上
意
下
達
機
能
を
果
た
さ
せ
た
｡
備
中
国
で
も
江
戸
時
代
以
来
の

郡
中
惣
代
が
継
続
し
た
が
'

一
八
七

一
年
に
県
の
下
級
官
吏
と
し
て
の
郡
中
村
々
入

費
取
締
役
を
設
置
し
て
'
惣
代
庄
屋
層
を
統
制
す
る
中
間
支
配
枚
横
を
構
築
し
ょ
う

(29
)

と
し
た
｡

総
代
性
を
払
拭
し
て
行
政
の
末
端
と
し
て
の
中
間
支
配
扱
構
を
上
か
ら
構
築
し
ょ

う
と
し
た
試
み
と
は
別
に
'
小
前
百
姓
の
攻
撃
に
よ
り
村
役
人
の
総
代
性
を
否
定
さ

れ
'
い
っ
た
ん
崩
壊
し
た
中
間
支
配
機
構
を
維
新
政
府
が
再
編
成
し
た
事
例
も
あ
る
｡

岩
鼻
県
で
は
1
八
六
八
年
の
世
直
し
1
投
の
攻
撃
に
よ
り
組
合
村
の
総
代
が
袈
翠

さ
れ
て
'
上
野
国
に
お
い
て
は
組
合
村
の
枚
能
が
喪
失
し
'
取
締
組
合
村
は
崩
壊

(30
)

し

た

｡

維
新
後
の
六
九
年
に
'
明
治
政
府
は
直
轄
領
だ
け
の
組
合
村
の
再
編
成
を
行

わ
せ
た
｡

上
野
国
で
は
一
八
六
九
年
八
月
に
'
上
武
十

一
藩
と
協
議
し
て
'
｢当
時
急
務
ト

ス
ル
警
備
ノ
制
｣
を
設
け

｢取
締
組
合
寄
場
大
小
惣
代
書
廃
止
組
合
者
解
放
侯
間
'

只
当
県
管
下
而
己
最
寄
十
ケ
村
宛

一
組

二
改
'
組
合
共
中
ヨ
リ
人
挟
之
上

一
人
年
限

戸
長
役
場
史
料
論

(
〓

(丑
木
)

表 1 関東における取締組合村

国 名 寄喝数 村 数 石高 (石) 一組
合当り村 数

､石 高武 蔵 84 2,825 1.153,137 3

3.6 13,728上 野 37 1,102 ･554,

245 29.8 14,780下 野 50 1.273

667,917 25.5 13,358上 総 50

1,087 408,377 21.7 - 8,168下 総 r5声 1,556 649,776 24.7 13
,969相 模 13 369 174,669

28.4 13,436安 房 12 283 92.925

23.6 7,744小 計 342 3,506 4,273.7



史
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九
四

(31
)

ヲ
以
惣
代
之
老
相
立
置
廻
在
之
出
役
ヨ
リ
及
差
回
侯
｣
と
'
岩
鼻
県
だ
け
の
組
合
村
を
置
き
'
｢
各
藩
知
事
奉
職
之
上
着
是
迄
之
取
締
組

合
者
相
廃
止
'
銘
々
支
配
所
限
取
締
方
為
取
計
侯
｣
と
藩
領
は
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
知
事
に
任
せ
た
｡
組
合
村
の
意
図
は
治
安
維
持
が
中
心
で

あ
っ
た
が
'
地
縁
的
な
組
合
で
は
な
-
'
岩
鼻
県
に
所
属
す
る
遠
方
の
村
と
の
組
み
合
わ
せ
で
は
治
安
維
持
な
ど
の
支
配
力
の
強
化
に
は

有
効
で
は
な
-
'
文
政
期
の
取
締
組
合
村
よ
り
後
退
し
た
広
域
化
で
あ
っ
た
｡

七

1
年
に
岩
鼻
県
は
郷
長
を
廃
止
し
て
旧
郷
長
四
人
を
等
外
二
等
出
仕
に
任
命
し
て
'
管
内
を
四
区
に
分
け
て
県
官
吏
に
附
属
し
'
肝

(32
)

煎
名
主
を
指
揮
L
TV

｢下
民
二
関
係
ス
ル
事
件
｣
を
取
り
扱
わ
せ
た
｡
戸
籍
法
制
定
後
の
七

1
年

1
0
月
'
｢郷
村
役
人
職
掌
規
則
｣
を

制
定
し
て
'
肝
煎
名
主
兼
戸
長
を
戸
籍
区
に
'
名
主
'
副
戸
長
'
組
頭
'
百
姓
代
を
各
村
に
置
い
た
｡
相
給
村
が
多
い
た
め
に
一
村
で
数

人
の
名
主
が
い
た
の
を
'
名
主
は
一
人
に
し
て
村
役
人
の
人
数
を
減
少
さ
せ
た
｡
肝
煎
名
主
兼
戸
長
の
職
務
は
戸
籍
調
製
だ
け
で
は
な
く
'

区
内
取
締
い
っ
さ
い
を
行
い
'
租
税
致
収
､
布
告
伝
達
'
新
田
開
発
'
村
役
人
監
督
'
博
突
禁
止
を
は
じ
め
と
す
る
風
俗
改
良
､
願
書
へ

(33
)

の
奥
印
な
ど
と
さ
れ
'
広
範
な
職
務
を
委
任
さ
れ
た
｡
同
年

一
〇
月
に
廃
藩
置
県
に
よ
り
群
馬
県
が
成
立
し
'
管
轄
が
拡
大
し
た
の
で
'

(別
)

六
二
の
戸
籍
区
を
編
成
し
た
が
'
名
主
制
度
廃
止
後
の
一
八
七
二
年
五
月
に
二
二
大
区
に
再
編
成
を
し

た

｡

(35
)

武
蔵
国
で
も
世
直
し

1
撲
に
よ
り
組
合
村
の
機
能
が
喪
失
し
た
の
で
'

1
八
七
〇
年
に
旧
取
締
組
合
村
を
御
用
組
合
と
改
称
L
t
七
二

年
に
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
戸
籍
区
に
し
た
｡

武
蔵
国
や
上
野
国
で
は
'
組
合
村
の
役
人
が
世
直
し
1
投
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
て
'
そ
の
機
能
が
喪
失
し
た
の
で
'
維
新
政
府
が
組
合

村
を
再
編
成
し
て
お
り
'

一
方
'
甲
斐
国
や
越
後
国
･
備
中
国
な
ど
で
は
惣
代
性
を
維
新
政
府
が
否
定
し
て
'
上
意
下
達
機
能
を
中
心
と

す
る
中
間
支
配
機
構
を
改
編
し
た
と
さ
れ
'
そ
れ
が
戸
籍
区
の
編
成
に
な
る
と
い
う
'
戸
籍
区
設
置
の
二
つ
の
コ
ー
ス
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
｡
地
方
支
配
に
は
と
も
に
中
間
支
配
機
構
を
必
要
と
し
'
特
に
関
東
地
方
の
よ
う
に
所
領
区
分
が
細
分
化
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
'

一
元
的
支
配
を
実
現
し
支
配
力
を
強
化
す
る
た
め
に
も
廃
藩
置
県
が
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
'
戸
籍
区
は
そ
れ
に
応
じ
る
第

一
段
階



で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
｡
廃
藩
置
県
に
よ
り
所
領
区
分
は

一
律
に
な
り
'
広
域
化
は
容
易
に
な

っ
た
と
い
う
よ
り
'
地
方
に
お
け
る
治
安

維
持
の
強
化
の
た
め
に
も
廃
藩
置
県
は
要
請
さ
れ
て
い
た
t
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

具
体
的
な
戸
籍
区
の
編
成
の
事
例
を
武
蔵
国
と
上
野
国
と
で
検
討
し
て
み
よ
う
0

武
蔵
国
熊
谷
組
合
は
三
八
か
村
'
四
万
六

1
六
四
石
と
大
き
い
が
'
0
.の
う
ち
の
小
組
合
で
あ
る
大
麻
生
組
合
の
組
み
合
わ
せ
は
次
の

と
お
り
'
六
か
村
､

大
里
郡
大
麻
生
村

中
島
村

広
瀬
村

(36
)

五
五
五
九
石
余
で
あ
る
｡

五
四
六

･
八
二
四
石

三
給
地

四
八

〇
･
五
八
四
石

二

五

〇
三

･
一
三
六
六
石

二

河
原
明
戸
村

幡
羅
郡
久
保
島
村

丁

三
ケ
尻
村

1
七
六

･
四
七
三
石

二

一
三

一
七

･
七
四
二
石

三

一
三
四
九

･
四
五
石

七

小
計

五
五
五
九

･
九
二
四
石

一
八
七

〇
年
に
旧
取
締
組
合
村
を
御
用
組
合
と
改
称
し
上
中
条
組
合
が
結
成
さ
れ
た
が
'
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
'

1
0
か
村

'
八
四
二
五
石
余
に
な
り
'
取
締
組
合
村
と
の
組
み
合
わ
せ
と
も
異
な

っ
て
い
る
｡

大
里
郡
大
麻
生
村

五
四
六

･
八
二
四
石

三
給
地

中
島
村

四
八

〇
･
五
八
四
石

二

広
瀬
村

五

〇
三

･
一
三
六
六
石

二

武
体
村

八

一
･
八
四
三
石

二

戸
長
役
場
史
料
論

(
こ

(丑
木
)



史
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原
島
村

代

村

埼
玉
郡
中
曽
根
村

北
川
原
村

今
井
村

上
中
条
村

四
〇
四
･
八
一
八
石

七
二
八
･
五
〇
六
-
六
石

一
二
八
六
･
七
九
五
八
石

三
〇
七
三
･
四
三
五
九
石

九
九
〇
･
九

一
六
六
石

三
二
七
･
八
〇
七
石

六 一 〇 六 二 三

小
計

八
四
二
五
･
三
三
七
八

武
蔵
国
で
は
こ
の
御
用
組
合
が
そ
の
ま
呈
戸
籍
区
に
な
っ
た
｡

(37
)

上
野
国
群
馬
郡
渋
川
村
組
合
の
う
ち
の
渋
川
村
中
組
合
は
'
次
の
と
お
り
一
六
か
村
､

一
万

一
四
七

一
石
余
で
あ
っ
た
｡

渋
川
村

石
原
村

南
下
村

金
古
村

他
端
村

半
田
村

新
井
村

阿
久
津
村

長
岡
村

一
七
三
二
･
五
三
六
石

二
給
地

二

七
九
･
八
四
六
石

1

六
七
七
･
五
六
二
三
石

四

四
三
三
･
四
三
七
石

三

三
五
〇
･
五
七
一
六
石

六

八
五
七
･
八
一
七
石

一

七
〇
八
･
一
二
五
石

二

二
一
二
･
三
九
三
五
石

一

五
七
〇
･
二
七
三
石

三



柏
木
沢
村

北
下
村

上
野
田
村

下
野
田
村

金
井
村

有
鳥
相

野
良
犬
村

小
計

七
三
一
･
〇
一
三
石

六
五
六
･
〇
一
二
石

五
五
〇
･
七
三
六
二
石

五
六
二
･
一
七
八
六
石

一
二
六
六
･
三
二
六
石

八
一
三
･
〇
九
七
石

一
六
九

･
〇
九
七
石

一
万

一
四
七

一
･
〇
二
一
二
石

二 四 六 四

一
八
六
八
年

(慶
応
四
)'
世
直
し
1
挟
に
よ
り
組
合
村
の
総
代
が
襲
撃
さ
れ
て
'
上
野
国
に
お
い
て
は
組
合
村
の
機
能
が
喪
失
し
'

取
締
組
合
村
は
崩
壊
し
た
｡
維
新
後
'
明
治
政
府
は
直
轄
領
だ
け
の
組
合
村
の
再
編
成
を
行
わ
せ
た
｡
し
か
し
'
同
年
に
渋
川
村
な
ど

一

二
か
村
が
幕
府
領
か
ら
前
橋
藩
に
管
轄
替
え
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
'
遠
方
の
村
と
の
組
み
合
わ
せ
で
は
治
安
維
持
な
ど
の
支
配
力
の
強

化
に
は
有
効
で
は
な
-
'
取
締
組
合
村
よ
り
後
退
し
た
広
域
化
で
あ
っ
た
｡
.

1
八
七
〇
年
に
次
の
と
お
り
玉
か
村
'
三
四
六
八
石
の
組
合
村
を
再
編
成
し
た
｡
取
締
組
合
村
よ
り
も
規
模
が
縮
小
し
'
中
村
が
入
っ

て
組
み
合
わ
せ
も
異
な
っ
て
い
る
｡

渋
川
村

石
原
村

中

村

阿
久
津
村

一
七
三
二
･
五
三
六
石

1
1
七
九

･
八
四
六
石

三
四
三
･
五
〇
二
ハ
石

二
1
二
･
三
九
三
五
石

戸
長
役
場
史
料
論

(
こ

(丑
木
)
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金
井
村

一
二
六
六
･
三
二
六
石

小
計

三
四
六
八
･
二
七
七

一
石

戸
籍
区
の
組
み
合
わ
せ
は
不
明
で
あ
る
が
'
取
締
組
合
村
は
上
野
国
内
に
三
七
あ
っ
た
の
に
対
し
て
'
戸
籍
区
は
六
二
に
増
加
し
た
の

で
'
規
模
は
約
半
分
に
な
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
｡

二
つ
の
事
例
だ
け
で
あ
る
が
'
関
東
で
は
取
締
組
合
村
が
明
治
以
後
の
町
村
の
広
域
化
の
前
提
に
な
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
'

取
締
組
合
村
が
そ
の
ま
ま
明
治
以
後
の
広
域
化
に
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
｡
そ
の
理
由
の
1
つ
は
世
直
し
1
投
の
攻
撃
に
よ
り
組
合
村
は

い
っ
た
ん
は
崩
壊
し
て
お
り
'
明
治
政
府
の
指
導
に
よ
り
再
編
成
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
'
二
つ
は
村
々
の
組
み
合
わ
せ
は
制
度
の
改

変
の
た
び
に
変
更
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡

3

戸
長
の
職
務

戸
籍
法
制
定
か
ら
名
主
廃
止
ま
で
の
時
期
の
戸
長
の
職
務
を
検
討
し
ょ
う
｡
短
期
間
で
あ
る
の
で
'
実
質
的
に
機
能
し
た
か
は
疑
問
が

あ
る
が
'
い
く
つ
か
の
規
程
を
と
お
し
て
検
討
し
た
い
｡

戸
長

･
名
主
併
存
と
戸
長

･
名
主
兼
務
と
で
は
異
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
'
両
者
を
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
た
い
｡

神
山
県

(現
'
愛
媛
県
)
で
は
一
八
七
二
年
七
月
に
戸
長
か
ら
県
庁
へ
｢
時
々
可
届
出
｣
事
項
十
九
件
を
指
示
し
た
が
'
す
べ
て
戸
籍

に
関
す

る
こ
と
で
あ
り
'

一
八
七
三
年
二
月
ま
で
存
続
し
た
庄
屋
が
村
の
行
政
を
行
い
'
戸
長
は
戸
籍
事
務
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
し

(38
)

て
い

る
｡

同

じ
く
戸
長
と
名
主
が
併
存
し
た
栃
木
県
で
は
一
八
七
二
年
三
月
に
新
役
心
得
書
を
定
め
､
戸
長
の
職
務
は

｢戸
籍
ヲ
始
メ
地
方
向
其

(39
)

区
内
ノ
事
務

1
切
可
取
扱
事
'
但
'
名
主
組
頭
長
副
ノ
指
図
二
従
ヒ
1
村

1
宿
ノ
地
方
井
戸
籍
ノ
条
件
等
惣
テ
可
取
扱
車
｣
と
､
戸
長
は



戸
籍
事
務
を
は
じ
め
区
内

一
切
の
事
務
を
取
り
扱
う
こ
と
に
L
t
名
主
は
戸
長
の
指
図
に
従
わ
せ
'
大
庄
星
'
組
合
村
大
総
代
と
同
じ
役

割
を
戸
長
に
期
待
し
た
と
い
え
る
｡

戸
長
と
里
正
と
が
併
存
し
て
い
る
足
羽
県

(現
'
福
井
県
)
の
郡
長
里
正
戸
長
心
得
畜

(
一
八
七
二
年
正
月
)
で
は
九
か
条
を
あ
げ
て
､

(40
)

戸
長
の
職
務
を
規
定
し
て
い
る
｡

一
御
制
札
ノ
条
々
厳
重
相
守
侯
様
常
々
申
諭
シ
追
々
御
布
告
ノ
旨
ヲ
能
ク
了
解
シ
速
二
伝
達
ス
へ
シ

一
諸
願
達
ヲ
始
メ
金
穀
山
高
家
屋
敷
等
ノ
貸
借

二
付
奥
印
致
シ
侯
節

ハ
'
共
事
実
委
細
取
乱
之
上
証
印
ヲ
据

へ
シ
'
尤
権
威
ヲ
張
り

下
情
ヲ
塞
塞
ス
ル
ノ
義
ナ
カ
ル
へ
シ

l
租
税
収
納
方
之
儀
兼
テ
御
規
則
ノ
通
り
金
方

ハ
二
月
'
米
方

ハ
七
月
大
蔵
省

へ
皆
納
之
積
リ
ニ
心
得

へ
シ

一
官
ノ
文
書
取
扱
粗
略
ニ
ス
へ
カ
ラ
ス

1
水
火
及
ヒ
不
時
ノ
変
ア
レ
ハ
速
二
出
張
検
査
ノ
上
届
出
へ
シ
'
尤
家
屋
ヲ
失
ヒ
目
前
凍
俊
二
迫
ル
者

ハ
其
情
実
取
調
速
二
連
出
へ
シ

一
孝
悌
奇
特
ノ
老
ア
ラ
ハ
尚
情
実
取
調
速
二
連
出
へ
シ

一
迫
々
会
社
ヲ
結
ヒ
学
塾
ヲ
設
ケ
人
々
ヲ
シ
テ
素
読
算
術
手
跡
等
精
々
相
学
ハ
セ
'
日
新
ノ
化

二
組
キ
侯
様
心
掛
ク
へ
シ

二
戸
長

ハ
社
寺
貫
属
戸
数
人
員
生
産
死
亡
寄
留
出
入
籍
其
他
戸
籍
法
ノ
通
り
一
モ
差
誤
ア
ル
へ
カ
ラ
ス

一
役
筋

へ
些
少
ノ
音
物
ク
リ
ト
モ
醜
送
ノ
儀
堅
ク
禁
止
タ
ル
へ
シ

す
な
わ
ち
､
戸
長
の
職
務
と
し
て
､

一
法
令
の
徹
底
と
遵
守
'
二
売
買
貸
借
に
つ
い
て
の
奥
印
'
三
租
税
収
納
'
四
公
文
書
保
存
'
五

災
害
の
把
握
と
連
絡
'
救
他
'
六
徳
行
の
質
誉
'
七
勧
業
'
学
事
'
八
戸
籍
事
務
t
を
あ
げ
て
い
る
｡

三
重
県
で
も

一
八
七
二
年
三
月
'

二

項
目
の
戸
長
の
職
務
を
規
定
L
t
政
令
施
行
'
勧
業
'
学
事
'
風
俗
矯
正
'
孝
子
徳
行
上
申
'

(4t
)

救
他
な
ど
'
地
方
行
政
全
般
を
担
当
さ
せ
た
｡

戸
長
役
場
史
料
論

(
こ

(丑
木
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
四
号

一
〇
〇

先
述
し
た
岩
鼻
県
の
よ
う
に
名
主
･
戸
長
兼
務
の
場
合
は
､
戸
長
に
戸
籍
事
務
と
地
方
行
政
全
般
を
取
り
扱
わ
せ
た
｡

名
主
と
併
存
の
地
域
で
あ
っ
て
も
､
戸
長
の
職
務
の
実
態
は
戸
籍
事
務
だ
け
で
は
な
く
'
大
庄
星
､
組
合
村
の
伝
統
に
従
っ
て
地
方
行

政
全
般
を
扱
わ
せ
て
い
る
地
方
が
多
い
と
い
え
る
｡
｢戸
籍
区
体
制
｣
を

｢戸
籍
業
務
と
布
告
回
達
事
務
｣
と

｢他
の
村
政
業
務
と
分
離

(42
)

さ
れ
て
い
る
｣
と
の
規
定
は
､
不
正
確
で
あ
り
'
政
策
基
調
と
す
れ
ば
そ
の
通
り
で
あ
る
が
､
実
態
と
す
れ
ば
該
当
し
な
い
地
方
が
多
い
｡

戸
長
が
地
方
行
政
全
般
を
扱
う
場
合
は
'
広
域
の
戸
籍
区
で
の
業
務
と
そ
の
内
部
の
町
村
で
の
業
務
と
の
分
離
と
そ
の
関
連
の
解
明
が
課

題
と
な
る
｡

二

名
主
制
度
廃
止
後
の
戸
長

1
名
主
制
度
の
廃
止
と
そ
の
抵
抗

(43
)

一
八
七
二
年

(明
治
五
)
四
月
九
日
'
太
政
官
第

二

七
号
布
告
に
よ
り
'
名
主
等
を
廃
止
し
戸
長

･
副
戸
長
に
改
称
し
た
｡

1
荘
昆
名
主
年
寄
等
都
テ
相
廃
止
'
戸
長
副
戸
長
卜
改
称
シ
是
迄
取
扱
来
り
侯
事
務
ハ
勿
論
'
土
地
人
民
二
関
係
ノ
事
件

ハ
1
切
為

取
扱
侯
様
可
致
事

庄
昆

･
名
主
を
廃
止
し
て
戸
長

･
副
戸
長
と
改
称
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
｡
政
府
の
主
体
的
判
断
と
い
う
よ
り
'
実
際
の
地
方
行

政
担
当
者
か
ら
の
要
望
に
従
っ
て
'
改
め
た
傾
向
が
強
い
｡

戸
籍
法
施
行
に
よ
り
戸
長
は
戸
籍
事
務
'
名
主
は
一
般
行
政
と
区
分
す
る
の
が
政
府
の
意
向
で
あ
っ
た
が
'
第

一
節
で
検
討
し
た
よ
う

に
政
府
自
身
が
戸
長
に
一
般
行
政
を
担
当
さ
せ
る
こ
と
を
許
可
し
た
こ
と
も
あ
り
'
岩
鼻
県
の
事
例
の
よ
う
に
肝
煎
名
主
と
戸
長
を
兼
務

に
し
て
し
ま
っ
て
'
地
方
行
政
全
般
を
扱
わ
せ
た
り
'
足
羽
県
'
福
井
県
の
よ
う
に
兼
務
で
は
な
い
が
戸
長
に
戸
籍
事
務
だ
け
で
な
く
地



方
行
政
全
般
を
担
当
さ
せ
て
い
る
地
方
が
多
い
こ
と
か
ら
､
不
都
合
が
起
こ
っ
て
き
た
｡

政
府
自
ら
が

｢従
来
諸
国
庄
屋
名
主
等
ノ
唱
号
有
之
処
､
今
般
戸
籍
編
制

二
付
別
段
戸
長
副
差
置
ル
向
モ
有
之
､
就
テ
ハ
一
事
両
様

ニ

(44
)

テ
主
宰
抵
抗
ノ
弊
害
モ
有
之
｣
と
'
名
主
と
戸
長
が
と
も
に
地
方
行
政
を
取
り
扱
い

｢
一
事
両
様
｣
に
な
り
'
不
都
合
に
な
っ
て
い
る
こ

と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
｡
そ
の
た
め
に
地
方
行
政
を

一
本
化
す
る
た
め
に
'
名
主
を
廃
止
し
て
'
戸
長
と
改
称
す
る
こ
と
に
し
た

の
で
あ
る
｡

一
八
七
二
年
四
月
の
名
主
制
度
廃
止
以
後
は
'
戸
長
は
戸
籍
事
務
だ
け
で
な
-
'
地
方
行
政
全
般
を
担
当
し
た
｡
江
戸
時
代

の
名
主
の
職
務
を
継
続
し
た
と
い
え
る
｡
法
令
の
伝
達
'
戸
籍
事
務
'
租
税
の
収
納
督
促
'
売
買
貸
借
に
つ
い
て
の
奥
印
､
公
文
書
保
存
'

救
他
'
治
安
維
持
'
風
俗
矯
正
'
徳
行
賞
誉
'
勧
業
'
学
事
､
な
ど
で
あ
る
｡
,

し
か
し
'
名
主
制
度
を
廃
止
し
て
､
名
主
を
戸
長
に
改
称
す
る
こ
と
に
し
た
が
'
戸
籍
法
で
規
定
さ
れ
た
戸
籍
区
お
よ
び
戸
長
と
'
新

た
な
戸
長
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
指
示
し
な
か
っ
た
た
め
'
各
県
か
ら
疑
問
が
提
示
さ
れ
た
｡

一
八
七
二
年
三
月
に
戸
籍
区
を
郡
単
位
に
一
区
平
均
九
町
村
で
八
七
区
を
設
置
し
た
栃
木
県
で
は
'
名
主
廃
止
に
と
も
な
い
次
の
伺
い

(伯
)

を
戸
籍
寮

へ
提
出
し
た
｡

先
走
荘
昆

･
名
主

･
年
寄
等
相
廃
シ
､
戸
長

･
副
戸
長
卜
改
称
云
々
ノ
公
布
ア
ル
ヤ
了
解
シ
難
キ
条
件
ア
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
戸
籍
寮

二

質
問
ス
､
日

一
'
今
般
荘
昆

･
名
主

･
年
寄
等
都
テ
相
廃
止
'
戸
長

･
副
戸
長
卜
改
称
シ
是
迄
取
扱
来
侯
事
務

ハ
勿
論
'
土
地
人
民

二
関
係
ノ
事

件

ハ
一
切
為
取
扱
侯
様
可
致
旨
被

仰
出
侯
義

ハ
'
全
ク
名
目
ノ
･～
ヲ
改
正
シ
､
其
実
従
前
ノ
通
差
置
侯
義
二
可
有
之
哉
'
又

ハ

名
実
共

二
相
廃
止
'
改
テ
各
区
内
土
地
ノ
広
狭
及
ヒ
閑
忙
人
家
ノ
多
寡
等

二
寄
り
'
戸
長
何
人
'
副
何
人
卜
概
略
定
員
ノ
制
限
ヲ

相
立
'
別

二
毎
村

へ
差
置
不
申
'
右
定
員
ノ
長
副

ニ
テ
区
内
ノ
事
務

一
切
為
取
扱
侯
真

二
可
有
之
哉

一
'
各
区
内
村
々
里
正
ノ
外
､
別
二
戸
長
副
申
付
置
院
者

ハ
其
侭
据
置
車
､
荘
星

･
名
主

･
年
寄
等
ノ
名
目
ノ
･㌣
ヲ
改
称
シ
'
従
前

戸
長
役
場
史
料
論

(
こ

(丑
木
)

一
〇
一



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
四
号

一
〇
二

ノ
通
毎
村

へ
差
置
侯
儀

二
有
之
侯

ハ
1
'

一
区
ノ
戸
長
副
卜
一
村
ノ
戸
長
副
卜
同
名
二
相
成
'
諸
事
紛
敷
'
甚
不
都
合

二
俣
間
'

是
迄
区
内
ノ
事
務

一
切
為
取
扱
来
侯
戸
長
副
ノ
儀

ハ
'
追
テ
御
改
正
被

仰
出
侯
儀

二
可
有
之
哉

右

ハ
今
般
荘
昆

･
名
主

･
年
寄
等
都
テ
相
廃
止
'
戸
長

･
副
戸
長
卜
改
称
可
致
云
々
ノ
旨
被

仰
出
侯
処
､
全
ク
名
目
ノ
-
ヲ
改
称

シ
､
其
実
従
前
ノ
通
被
据
置
侯
儀
欺
､
又
ハ
村
々
里
正
御
廃
止
ノ

御
趣
意

二
侯
哉
､
何
分
了
解
イ
タ
シ
兼
侯
条
此
段
及
御
間
合
侯

壬
申
四
月

指
令
大
蔵
大
輔
署
名

書
面
初
ヶ
条

全
ク
名
目
ノ
ミ
改
称
可
致
儀

二
有
之
侯
事

二
ヶ
条

村
々
里
正
ノ
外
'
別

二
戸
長
副
申
附
置
侯
分
'
更

二
相
廃
止
可
申
事

四
月
十
八
日

栃
木
県
か
ら
第

一
か
条
で
名
主
等
の
名
目
の
み
の
改
称
で
あ
る
の
か
'
村
役
人
を
改
選
す
る
の
か
の
伺
い
に
対
し
て
'
名
目
だ
け
の
改

称
で
よ
ろ
し
い
と
し
'
二
か
条
で
は
'
戸
籍
区
に
設
置
し
た
戸
長
と
名
主
を
改
称
し
た
各
村
の
戸
長
と
､
同
名
称
で
は
不
都
合
で
あ
る
と

の
伺
い
に
対
し
て
は
'
戸
籍
区
の
戸
長
を
廃
止
せ
よ
と
の
指
令
で
あ

っ
た
｡
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
に
よ
っ
て
任
命
し
た
戸
籍
区
の
戸
長
を
廃

(46
)

止
す
る
の
は
抵
抗
が
あ
り
'
四
月
二
十
日
に
ふ
た
た
び
栃
木
県
か
ら
伺
い
を
提
出
し
た
｡

一
'
各
区
戸
長
副
定
員
ノ
儀
'
区
分
ノ
大
小
及
ヒ
戸
数
ノ
多
少

二
不
拘
'
毎
区
戸
長

1
員
井
毎
村
凡
戸
数
三
十
戸

二
付
副
戸
長

1
員

ツ
､
ヲ
置
'
不
苦
侯
哉
-

二

戸
長
副
職
掌
ノ
儀
今
般
被
仰
出
侯
通
'
是
迄
取
扱
来
侯
事
務

ハ
勿
論
'
土
地
人
民

二
関
係
ノ
事
件

ハ
一
切
可
為
取
扱
侯
得
共
'

戸
長

ハ
区
内
ノ
事
務
ヲ
統
管
セ
シ
メ
'
副
戸
長

ハ
戸
長
ノ
指
揮
ヲ
請
ケ
､

一
村
内
ノ
事
務
ヲ
統
管
為
致
侯
テ
可
然
哉

こ
れ
に
対
し
て
五
月
二
日
に
次
の
指
令
が
あ

っ
た
｡

二
ヶ
条

戸
長
副
共
定
員

ハ
無
之
侯
粂
'
今
般
公
布
ノ
通
荘
昆

･
名
主

･
年
寄
等
ヲ
其
侭
戸
長

･
副
戸
長
卜
改
称
シ
'

一
切
ノ
民
事



為
取
扱
可
申
事
-

四
ヶ
条

戸
長
副
共
事
務
上
二
於
テ
差
等

ハ
無
之
候
条
'
区
内
村
内
卜
区
別
立
二
不
及
'
副
戸
長

ハ
戸
長

二
亜
テ
諸
事
取
扱
候
儀
卜

可
相
心
得
事

栃
木
県
と
し
て
は
戸
籍
区
の
戸
長
の
廃
止
に
抵
抗
が
あ
り
'
区
の
戸
長
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
'
村
の
名
主
を
副
戸
長
に
任
命
す
る
こ
と

で
､
戸
長
'
名
主
の
抵
抗
を
か
わ
そ
う
と
し
た
が
'
大
蔵
省
は
認
可
せ
ず
に
'
名
主
室
戸
長
に
改
称
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
指
令
し
た
｡

こ
の
結
果
'
五
月
七
日
に
村
ご
と
に
戸
長

･
副
戸
長
を
設
置
し
た
｡

山
梨
県
か
ら
も
同
様
な
伺
い
を

一
八
七
二
年
六
月

一
八
日
に
大
蔵
省

へ
提
出
し
た
が
'
｢戸
籍
法

二
田
テ
相
設
置
候
戸
長
副
戸
長

ハ
都

(47
)

テ
相
廃
止
可
申
事
｣
と
八
月
二
七
日
に
指
令
が
あ
っ
た
｡

(
佃

)

長
野
県
か
ら
も

一
八
七
二
年
五
月
八
日
に
次
の
伺
い
を
大
蔵
省

へ
提
出

し

た

｡

荘
昆
名
主
改
称

二
付
而
之
伺

今
般
荘
星
名
主
年
寄
等
都
而
相
廃
止
'
戸
長
副
戸
長
卜
改
称
シ
､
是
迄
取
扱
来
族
事
務
ハ
勿
論
'
土
地
人
民

二
関
係
ノ
事
件

ハ
一
切

為
取
扱
侯
様
御
布
告

二
御
座
侯
｡
当
県
ノ
振
合

ニ
チ
ハ
所
謂
名
主
組
頭
ナ
ル
者
戸
長
副
戸
長

二
相
当
可
然
欺
'
就
両
者
先
年
戸
籍
絹

製
法
被
設
侯
節
'
管
内
区
画
ヲ
定
メ
毎
区
戸
数
ノ
多
寡
二
寄
り
戸
長
副
戸
長
雨
三
見
ヲ
精
選
シ
'
戸
数
人
員

ハ
勿
論
風
俗
三
関
シ
侯

義
モ
注
意
為
致
'
区
内
ノ
惣
締
ヲ
掌
ラ
シ
メ
侯
分
'
更

二
区
長
副
区
長
卜
改
称
シ
如
旧
事
務
為
取
扱
不
苦
侯
故
｡
無
左
侯
両
者
折
角

区
画
ヲ
定
メ
侯
詮
モ
無
之
'
且
村
々
区
々
ノ
取
扱
相
成
'
遂

ニ
ハ
不
束
ノ
義
出
来
モ
難
図
欺
｡
尤
区
長
副
区
長
卜
唱
候
ト
キ
'
東
京

府
下
二
被
置
侯
煩
,l
比
格
任
侠
義
ニ
ハ
無
之
侯
｡
此
如
至
急
御
指
揮
可
被
下
侯
以
上
｡

壬
申
五
月
八
日

長
野
県

指
令
は
次
の
と
お
り
'
栃
木
県
へ
の
指
令
と
同
様
で
あ
っ
た
｡

戸
長
役
場
史
料
論

(
こ

(丑
木
)



史
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四

書
面
名
主
ヲ
戸
長
組
頭
ヲ
副
戸
長
卜
改
称
シ
'
是
迄
取
扱
釆
侯
事
務
者
勿
論
土
地
人
民
二
関
捗
シ
侯
事
件

ハ
一
切
為
取
扱
候
様
可
致
'

毎
区
区
長
副
戸
長
老
差
置

二
不
及
侯
粂
'
右
名
主
組
頭
之
外
ニ
'
戸
長
副
戸
長
等
申
付
置
侯
分
者
都
テ
廃
止
可
申
事
｡

大
蔵
大
輔

井
上

馨

栃
木
県
で
提
出
し
た
戸
籍
区
の
戸
長
と
名
主
を
改
称
し
た
戸
長
と
の
関
連
は
､
疑
問
が
出
る
の
は
当
然
で
あ
り
'
大
蔵
省
で
は
戸
籍
区

の
戸
長
を
廃
止
す
る
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
が
､
い
っ
た
ん
名
望
家
を
任
命
し
た
戸
長
を
廃
止
す
る
こ
と
に
も
'
江
戸
時
代
以
来
広

域
化
を
志
向
し
て
き
た
地
方
制
度
を
､
逆
行
さ
せ
る
こ
と
に
も
抵
抗
が
あ
り
､
戸
籍
区
の
戸
長
を
何
ら
か
の
形
で
存
続
さ
せ
る
こ
と
の
要

求
が
各
地
か
ら
政
府
に
対
し
て
相
次
い
で
提
出
さ
れ
た
｡

一
八
七
二
年
四
月
か
ら
九
月
の
間
に
一
八
県
か
ら
二
三
件
の
照
会
'
建
議
が
あ

り
'
大
蔵
省
は
い
づ
れ
も
名
主
を
戸
長
に
改
称
す
る
だ
け
で
'
区
長
な
ど
の
役
職
の
設
置
を
認
可
し
な
か
っ
た
｡
政
府
の
方
針
は
名
主
を

戸
長
に
改
称
'
そ
れ
以
外
の
役
職
設
置
不
許
可
を
強
硬
に
指
示
し
た
.
し
か
し
'
同
年
五
月
に
は
兵
庫
県

･
木
更
津
県

･
額
田
県

･
滋
賀

県

･
埼
玉
県
へ
の
指
令
で
'
戸
長
の
う
ち
年
番
'
月
番
等
交
番
で
区
内
総
括
す
る
こ
と
を
認
め
'
戸
籍
区
の
存
続
は
認
め
'
区
長
の
名
称

(49
)

は
許
可
し
て
い
な
い
が
'
交
番
戸
長
と
し
て
実
質
的
に
広
域
区
域
を
総
括
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
方
針
を
変
更
し
た
｡
八
月
に
は
入

間
県
か
ら
の
名
主
を
副
戸
長
に
改
称
し
､
戸
長
を
別
に
任
命
す
る
こ
と
の
伺
い
を
許
可
L
t
青
森
県
へ
は
一
区
へ
戸
長
'
町
村
に
副
戸
長

を
置
く
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
｡
戸
籍
区
は
許
可
し
な
い
が
'
広
域
区
画
を
許
可
L
t
そ
の
総
括
者
の
設
置
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(50
)

香
川
県
の
よ
う
に
五
月
に
大
蔵
省
の
方
針
に
沿
っ
て
戸
籍
区
の
戸
長
を
廃
止
し
て
'
区
に
戸
長
を
設
置
し
た
府
県
も
あ
る
が
'
戸
籍
法

の
戸
籍
区
を
大
区
と
L
t
戸
籍
区
の
戸
長
を
各
村
の
戸
長
の
上
の
ラ
ン
ク
に
位
置
づ
け
'
独
自
に
大
区
小
区
制
を
開
始
し
て
し
ま
っ
た
府

県
も
あ
る
｡

三
重
県
で
は
一
八
七
二
年
五
月
に
一
〇
大
区
四
七
小
区
に
分
け
'
大
区
に
戸
長
'
小
区
に
副
戸
長
'

一
○
○
戸
に
一
人
の
総
代
､
五
〇

(51
)

戸
に
一
人
の
組
頭
を
設
置
し
た
｡
七
四
年
五
月
に
戸
長
を
区
長
に
改
称
し
た
｡



新
潟
県
で
も

1
八
七
二
年
六
月
二
九
日
に
'
｢大
区
更
正
之
上
'
猶
最
寄
之
小
区
被
組
匿
朕
｣
と
'

1
万
戸
で
一
大
区
'

一
千
戸
で
1

小
区
を
置
く
こ
と
に
L
t
九
月
に
名
主

･
庄
屋
等
を
廃
止
し
て
'

一
千
戸
に
一
小
区
を
設
置
し
て
戸
長
を
置
き
'
各
村
に
用
掛
を
設
置
す

(52
)

る
こ
と
に
し

た

｡

浜
松
県
で
も
同
年
六
月
'
戸
籍
区
が
八
二
あ
っ
た
の
を
'
｢郷
村
便
宜
ノ
為
｣
に
三
大
区
に
統
括
し
て
'
八
二
小
区
に
再
編
成
L
t
大

(53
)

区
長
､
戸
長
'
副
長
を
設
置
し
た
.

(
別

)

石
鉄
県

(愛
媛
県
)
で
も
'
同
年
六
月
､
大
区
小
区
制
を
敷
い
た
が
'
第

一
大
区
は
七
三
〇
五
戸
､

一
小
区
平
均
四
八
七
戸
で
あ

っ

た

｡

(55
)

秋
田
県
で
は
同
年
八
月
に
九
大
区

〓
ハ
○
小
区
を
設
置
し
'
区
長
'
戸
長
を
置
き
'
里
正
を
戸
長
手
伝
に
改
称
し
た
｡

(56
)

柏
崎
県

(新
潟
県
)
で
も
同
年
八
月
に
九
大
区
を
設
置
し
て
区
長
を
置
き
'
五
百
戸
を
基
準
と
し
て
小
区
を
設
置
し
て
戸
長
を
置
い
た
｡

大
阪
府
で
は
同
年
五
月
に
荘
屋
を
廃
止
し
て
､
郡
ご
と
に
区
を
設
置
し
た
｡

一
万
石
を
基
準
と
し
て
区
を
設
置
し
て
区
長

一
人
'
千
石

(57
)

を
基
準
と
し
て
戸
長

一
人
を
新
た
に
選
出
さ
せ
た
｡

(58
)

京
都
府
で
も
同
年
五
月
に
年
寄
を
廃
止
し
て
'
区
に
区
長
'
町
村
に
戸
長
を
置
既
､ー
公
選
さ
せ
た
が
'
小
学
校
組
合
村
を
区
と
し
た
｡

先
述
の
宇
都
宮
県
で
は
二
八
七
二
年
三
月
'
群
馬
県
で
は
五
月
に
大
区
小
区
制
を
敷
い
た
｡

こ
う
し
た
事
態
を
ふ
ま
え
て
大
蔵
省
は
一
八
七
二
年
九
月

一
九
日
'
｢各
地
方
共
大
小
ノ
区
画
有
之
候
上

ハ
'
区
長
差
置
度
段
申
立
侯

向
多
ク
有
之
｣
と
大
蔵
省
の
方
針
に
反
し
て
大
区
小
区
を
設
け
'
区
長
を
設
置
し
た
府
県
が
多
か
っ
た
の
で
'
区
長
設
置
の
許
可
を
太
政

官
に
伺
い
出
て
か
ら
'
従
来
の
方
針
を
変
更
し
て
一
〇
月

一
〇
日
に
大
蔵
省
達

一
四
六
号
に
よ
り
区
長
設
置
､
大
区
小
区
設
置
を
認
め
た

(59
)

の
で
あ
り
'
地
方
で
の
大
区
小
区
設
置
の
実
態
を
追
記
し
た
の
で
あ

る

｡

戸
籍
区
制
か
ら
大
区
小
区
制
へ
の
変
更
は
'
大
蔵
省
と
地
方
と

の
対
立
に
よ
る
も
の
で
あ
り
'
大
蔵
省
が
方
針
を
変
更
し
て
実
現
し
た
｡
こ
の
場
合
の
地
方
は
'
府
県
内
で
は
同

一
の
体
制
が
と
ら
れ
'

大
蔵
省
へ
の
要
求
は
府
県
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
の
で
'
府
県
と
い
え
よ
-
｡
戸
長
や
村
民
が
直
接
要
求
し
た
の
で
は
な
く
､
府
県
官
が
要

戸
長
役
場
史
料
論

(
こ

(丑
木
)

一〇
五



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
四
号

一〇
六

求
L
t
大
蔵
省
が
そ
の
要
求
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
｡
村
役
人
の
総
代
性
を
否
定
し
て
広
域
化
を
は
か
り
'
或
い
は
'
小
前
層
に
よ
っ
て

総
代
性
を
否
定
さ
れ
た
村
役
人
を
再
編
成
を
は
か
っ
た
府
県
官
が
'
そ
の
維
持

･
存
続
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
｡
新
政
府
の
権
威
を
背
景

に
再
編
成
さ
れ
た
村
落
の
運
営
方
法
は
ま
だ
確
立
し
な
か
っ
た
の
で
､
戸
長
'
村
民
双
方
と
も
統

一
し
て
要
求
を
提
出
で
き
る
ま
で
に
成

長
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

2

名
主
制
度
廃
止
後
の
戸
長
の
職
務

埼
玉
県
で
は
1
八
七
二
年
七
月
に
戸
長
以
下
村
吏
職
制
を
定
め
た
が
'
戸
長
の
職
務
は

｢其
区
内

1
切
ノ
事
務
二
関
ス
へ
シ
｣
と
L
t

地
方
行
政
全
般
を
扱
わ
せ
た
｡
村
に
設
置
し
た
副
戸
長
は

｢従
前
名
主
役
ノ
通
り
其
村
内

一
切
ノ
事
務

三
関
ス
へ
シ
｣
と
名
主
の
取
り
扱

(60
)

っ
た
事
務

一
切
を
取
り
扱
わ
せ
た
｡

町
村
に
戸
長
を
設
置
し
た
栃
木
県
で
は
'
名
主
の
取
り
扱
っ
て
き
た

｢事
務

ハ
勿
論
'
土
地
人
民
二
関
係

二
事
件

ハ
一
切
為
取
扱
侯
｣

(6t
)

と
'
名
主
の
事
務
全
般
を
戸
長
が
継
東
す
る
こ
と
に
し
た
｡

山
形
県
で
は
一
八
七
二
年
七
月
に
'
戸
長
の
職
務
を

｢区
内
ノ
戸
数
人
員
ヲ
惣
計
シ
出
入
死
生
ヲ
検
査
シ
職
業
ヲ
勧
メ
風
俗
ヲ
淳
ク
シ

(62
)

上
旨
ヲ
奉
シ
下
情
ヲ
達
シ
租
税
ヲ
督
シ
費
用
ヲ
節
シ
堤
防
開
墾
予
備
等
ノ
事
ヲ
掌
ル
｣
と
'
地
方
行
政
全
般
を
担
当
さ
せ
た
｡

(63
)

新
潟
県
で
は
一
八
七
二
年
六
月
に
大
区
小
区
を
設
置
し
'
小
区
に
戸
長
'
村
に
用
掛
を
設
置
し
'
十
月
に
戸
長
章
程
を
作
成
し
て
い
る
｡

専
任
之
粂

第

一

草
相
撲
手
躍
ノ
頬
'
木
戸
銭
ナ
キ
都
テ
墳
細
ノ
興
行
'

一
時
聞
置
ク
事
'

第
二

戸
籍
取
調
井
生
死
出
入
届
等
'
-定
規
ヲ
照
シ
'
聞
置
ク
事
'

第
三

貢
物
及
課
金
万
雑
等
'
収
納
ノ
期
限
ヲ
誤
ル
老
'
之
ヲ
督
促
ス
ル
事
､



第
四

第
五

第
六

第
七

第

一

第
二

第
三

第
四

第
五

第
六

第

1

第
二

第
三

第
四

用
悪
水
漢
'
堤
堰
修
理
'
道
路
掃
除
等
'
例
規
ヲ
照
シ
'
時
期
ヲ
以
テ
正
夫
ヲ
課
役
ス
ル
事
'

無
籍

･
乞
食
井
博
徒
'
窃
盗
ノ
頬
'
制
規
ヲ
照
シ
処
置
ス
ル
事
'

同
断

二
付
'
臨
時
描
丁
ヲ
差
配
シ
'
及
平
時
描
丁
ノ
正
邪
ヲ
監
視
ス
ル
ヲ
得
ル
事
'

凡
テ
専
任
処
分
ス
ル
事
件

ハ
'
細
大
-
ナ
ク
月
末

コ
ト
ニ
其
旨
趣
ヲ
銘
書
可
届
出
事
'

禁
止
之
条

持
区
内
ク
リ
ト
モ
'
手
切
ノ
布
告
等
致
侯
儀
'

一
切
禁
止
ノ
事
'

公
令
ヲ
区
内

へ
布
達
侯
節
'
自
己
ノ
私
説
ヲ
加

へ
候
等
ノ
儀
'

一
切
禁
止
ノ
事
'

持
区
中
'
訴
訟
ノ
喜
頬

へ
連
名
'
奥
印
ス
へ
カ
ラ
サ
ル
事
'

但
'
通
常
ノ
願
伺
等

ハ
此
限

二
非
ス
'

不
時
ノ
者
ヲ
罰
シ
､
善
行
ノ
老
ヲ
質
シ
'
及
公
金
ヲ
以
テ
済
貧
他
窮
ス
ル
等
'
手
切
ノ
取
計

一
切
禁
止
ノ
事
'

収
納
金
其
他
課
金
置
金
等
'
私
ノ
融
通
ケ
間
数
儀
'

1
切
禁
止
ノ
事
'

都
テ
禁
止
及
専
任
ヲ
許
サ
ヾ
ル
事
件

二
係
ル
者

ハ
'
日
々
申
牒
シ
テ
裁
決
ヲ
乞

へ
キ
事
'

可
注
意
之
粂

学
芸
ヲ
興
隆
ス
ル
事
'

物
産
及
牧
畜
ヲ
興
ス
事
'

附
'
荒
蕪
ヲ
墾
ク
事
'

会
社
ヲ
結
フ
事
'

水
陸
運
輸
ヲ
便
ス
ル
事
'

戸
長
役
場
史
料
論

(
一
)

(丑
木
)



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
四
号

第
五

区
内
遊
食
ノ
徒
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
事
､

第
六

一
区
相
助
ケ
'
隣
里
互
二
賑
姐
セ
シ
ム
ル
事
'

第
七

善
行
奇
特
ノ
者
ヲ
申
立
ル
事
'

第
八

悪
徒
乱
俗
ノ
老
ヲ
申
立
ル
事
'

専
任
之

条
'
禁
止
之
条
､
注
意
す
べ
き
之
条
の
三
条
に
分
け
て
戸
長
の
職
務
を
規
定
し
た
｡
専
任
之
条
は
七
項
目
あ
り
'

一
興
行
許
可
'

二
戸
籍
事
務
'
三
租
税
収
納
'
四
水
路
､
道
路
維
持
'
五
風
俗
矯
正
'
六
警
備
'
七
専
任
事
項
の
届
出
で
あ
る
.
禁
止
の
条
は
1
布
告
の

発
行
'
二
布
達

へ
の
私
見
差
加
え
t
.111訴
訟
へ
の
参
加
'
四
独
断
に
よ
る
賞
罰
'
救
他
の
実
行
'
五
公
租
公
課
の
融
通
､
の
五
項
目
を
禁

止
し
'
最
後
に
禁
止
事
項
に
つ
い
て
は
県
庁
の
裁
決
に
よ
る
と
し
た
｡

注
意
す
べ
き
之
条
と
し
て
は
'

一
学
事
'
二
勧
業
'
三
会
社
設
立
'
四
交
通
'
五
遊
食
の
徒
の
排
除
､
六
救
他
'
七
質
誉
'
八
風
俗
矯

正
の
八
項
目
を
あ
げ
て
い
る
｡

名
主
廃
止
後
の
戸
長
の
職
務
は
'
名
主
を
改
称
し
た
も
の
は
当
然
名
主
の
職
務
を
受
け
継
ぎ
'
戸
籍
区
の
戸
長
を
受
け
継
い
だ
戸
長
は
'

租
税
納
入
'
戸
籍
作
成
'
治
安
維
持
を
中
心
と
す
る
江
戸
時
代
以
来
の
大
庄
星
'
組
合
村
総
代
の
職
務
を
受
け
継
ぎ
'
新
た
に
学
事
'
勧

業
な
ど
を
付
加
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
｡
そ
の
場
合
は
村
に
設
置
さ
れ
た
副
戸
長
'
総
代
'
用
掛
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
を
付
与
さ
れ
た
役

人
の
職
務
は
'
布
令
伝
達
'
租
税
納
入
な
ど
江
戸
時
代
の
名
主
の
職
務
を
受
け
継
い
だ
と
い
え
よ
う
｡

文
書
の
流
れ
は
政
府
の
定
め
た
原
則
に
よ
れ
は
国
･
県
I
戸
長
=
村
に
な
る
が
'
戸
籍
区
の
戸
長
を
受
け
継
い
だ
場
合
は
国
･
県
-
戸

長
-
村

(副
戸
長
等
)
に
な
る
｡

名
主
制
度
廃
止
に
と
も
な
う
新
戸
長
へ
の
文
書
引
継
の
事
例
に
つ
い
て
は
'

一
八
七
三
年
二
月
の
神
山
県

(現
'
愛
媛
県
)
の
次
の
布

(朗
)

達
が

あ
る｡



戸
長
副
戸
長

中
へ

旧
庄
屋
其
外
村
役

今
般
区
画
改
正
之
上
'
戸
長
副
戸
長
ヲ
樹
置
'
従
前
之
庄
屋
其
外
村
役
等

ハ
都
而
令
廃
止
族

二
付
而
ハ
'
郷
村
諸
帳
面
ヲ
始
メ
御
用

書
類
旧
庄
屋
等

二
於
テ
無
遺
漏
取
纏
メ
'
速

二
長
副
へ
引
渡
可
有
之
族
'
最
縦
令
御
用
物
引
渡
後
卜
錐
モ
'
諸
勘
定
何
等
調
置
有
之

内

ハ
'
其
事
務

二
限
り
旧
庄
屋
等
も
是
迄
之
通
取
扱
'
双
方
致
協
議
諸
事
不
都
合
無
之
様
可
致
事
'

但
請
取
判
然
相
済
侯

ハ
､
其
段
可
届
出
事
'

庄
屋
か
ら
戸
長
へ
郷
村
諸
帳
面
を
引
き
渡
す
こ
と
を
命
じ
て
お
り
'
江
戸
時
代
の
村
文
書
全
体
が
引
き
渡
す
対
象
と
な
っ
て
い
る
｡
戸

長
役
場
史
料
の
構
造
に
つ
い
て
は
第
二
章
で
検
討
す
る
が
'
戸
長
役
場
史
料
は
江
戸
時
代
の
名
主
の
管
理
し
て
い
た
村
文
苔
を
引
き
継
い

で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
こ
と
を
'
指
摘
し
て
お
き
た
い
｡

文
書
は
作
成
収
受
す
る
組
織
体
の
機
能
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
'
戸
長
役
場
史
料
の
検
討
に
は
そ
の
機
能
の
解
明
が

不
可
欠
で
あ
る
｡
し
か
し
'
同
じ
戸
長
の
名
称
を
使
用
し
な
が
ら
そ
の
機
能
は
時
期
に
よ
り
府
県
に
よ
り
異
な
る
｡
本
節
で
は
戸
籍
区
時

代
の
戸
長
の
機
能
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
t.
次
の
よ
う
に
小
括
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

一
'
江
戸
時
代
の
取
締
組
合
村
'
大
庄
屋
制
な
ど
の
広
域
化
の
伝
統
の
中
で
戸
籍
区
設
定
は
行
わ
れ
た
｡
村
落
の
総
代
性
を
維
持
し
て

い
る
地
域
で
は
'
総
代
性
を
政
府
が
奪
う
方
向
で
新
た
な
広
域
化
を
志
向
L
t
逆
に
小
前
層
の
台
頭
に
よ
り
村
内
の
支
配
力
が
動
揺
L
t

世
直
し
1
挨
に
よ
り
村
役
人
の
機
能
が
喪
失
し
た
地
域
で
は
'
新
政
府
の
権
力
を
背
景
と
し
て
行
政
の
末
端
機
能
を
担
い
な
が
ら
'
広
域

化
が
は
か
ら
れ
た
と
い
え
る
｡

二
'
戸
籍
区
の
設
定
は
江
戸
時
代
の
伝
統
に
よ
る
が
'
村
々
の
具
体
的
な
組
み
合
わ
せ
は
全
く
異
な
る
も
の
が
多
-
'
組
合
村
'
大
庄

監
制
が
そ
の
ま
呈
戸
籍
区
に
継
東
さ
れ
た
の
で
は
な
い
｡
組
合
村
が
世
直
し
1
崇
で
崩
壊
し
た
後
に
明
治
初
年
に
新
政
府
の
権
威
を
背
景

戸
長
役
場
史
料
論

(
こ

(丑
木
)

一〇
九



史
料
館
研
究
紀
要

第
二
四
号

一
一
〇

と
し
て
再
編
成
さ
れ
'
そ
れ
が
戸
籍
区
に
継
東
さ
れ
た
地
域
も
あ
る
が
'
再
編
成
さ
れ
た
組
み
合
わ
せ
を
戸
籍
区
で
さ
ら
に
変
更
し
て
い

る
地
域
も
あ
る
｡

三
､
戸
籍
区
の
編
成
方
法
は
地
域
に
よ
り
異
な
る
が
'
府
県
単
位
で
は
同

一
で
あ
る
｡

四
'
戸
籍
区
の
戸
長
は
法
令
に
よ
れ
は
戸
籍
作
成
の
機
能
だ
け
が
与
え
ら
れ
た
が
'
実
際
に
は
肝
煎
名
主
兼
務
の
形
態
で
地
方
行
政
全

般
を
担
当
す
る
地
域
が
多
く

戸
籍
作
成
の
戸
長
､
地
方
行
政
全
般
を
扱
う
名
主
と
い
う
二
重
体
制
を
と
っ
た
地
域
は
少
な
い
?
む
し
ろ
､

名
主
の
う
え
に
よ
り
大
き
な
勢
力
を
持
つ
戸
長
が
い
る
と
い
う
'
組
合
村
'
大
庄
昆
制
と
同
様
な
二
重
構
造
が
と
ら
れ
た
｡
村
内
に
お
け

る
支
配
力
が
動
揺
し
た
村
役
人
が
そ
の
支
配
力
を
強
化
す
る
た
め
に
'
二
重
構
造
を
望
ん
だ
の
で
あ
り
'
府
県
官
も
そ
の
必
要
を
認
め
た

か
ら
で
あ
ろ
う
｡

五
'
法
律
的
に
は
機
能
の
異
な
る
戸
長
と
名
主
の
二
重
体
制
で
あ
る
が
'
地
方
に
お
け
る
実
態
が
異
な
る
の
で
実
務
に
あ
た
る
府
県
官

か
ら
の
不
満
が
出
さ
れ
'

1
本
化
す
る
た
め
に
政
府
は
名
主
を
廃
止
し
て
戸
長
に
改
称
す
る
こ
と
に
し
た
｡

六
'
ま
だ
治
安
が
動
揺
L
t
二
重
構
造
を
必
要
と
認
め
る
府
県
官
か
ら
い
っ
せ
い
に
不
満
が
出
さ
れ
'
二
重
構
造
の
廃
止
に
固
執
し
て

い
た
政
府
も
方
針
を
変
更
し
'
大
区
小
区
制
を
施
行
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
｡

七
'
こ
の
た
め
'
戸
籍
区
時
代
の
戸
長
の
機
能
は
'
①
広
域
町
村
で
あ
る
戸
籍
区
の
戸
籍
だ
け
を
作
成
す
か
地
域
'
②
戸
籍
区
内
の
地

方
政
治
全
般
を
扱
う
地
域
'
③
名
主
制
度
廃
止
後
は
名
主
の
機
能
を
継
東
し
て
一
村
内
の
地
方
政
治
全
般
を
扱
う
地
域
と
に
大
別
で
き
る

が
'
府
県
の
統
合
な
ど
に
よ
り
同
じ
地
域
で
も
必
ず
し
も
固
定
は
せ
ず
､
時
期
に
よ
り
抜
本
的
に
変
更
し
て
い
る
｡

八
'
戸
籍
区
時
代
に
は
町
村
は
い
ず
れ
の
形
態
で
も
法
律
的
に
も
地
方
行
政
の
末
端
と
し
て
の
枚
能
を
維
持
し
て
お
り
'
村
役
人
も
設

置
さ
れ
て
い
た
｡
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岡
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史
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｢上
野
国
郷
帳
集
成
』
(群
馬
県
文
化
事
業
振
興
会
'

一
九

九
二
年
)
に
よ
る

(38
)
前
掲

『愛
媛
県
史
』
資
料
編
近
代

I
t
六
八
～
六
九
頁

(3
)
前
掲

r栃
木
県
史
Jl
史
料
編
近
現
代

1
'

1
四
三
頁

(
4)
前
掲

Fl福
井
県
史
』
史
料
綜

1
0
'

1
四
二
-

1
四
三
頁

(4
)前
掲

『
三
重
県
史
Jl
資
料
編
近
代
1
'

1
九
二
～

一
九
五
頁

(4
)
茂
木
陽

1
氏

｢大
小
区
制
下
に
お
け
る
町
村
の
位
置
に
つ
い
て
｣

(『社
会
経
済
史
学
』
五
二
巻
四
号
'

一
九
八
六
年
)

(4
)
『法
令
全
書
』
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)
前
掲
茂
木
陽

一
氏

｢大
小
区
制
下
に
お
け
る
町
村
の
位
置
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つ
い

て

｣
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掲
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木
県
史
』
史
料
編
近
現
代

二

二
六
頁
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)
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書
'
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四
七
～

一
四
入
貢

一
一
二

(47
)
山
梨
県
立
図
書
館

F'山
梨
県
史
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第
二
巻
'

1
〇
三
七
貢
､

1

九
五
九
年

(4
)
r長
野
県
市
町
村
合
併
誌
絵
絹
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T
二
五
頁
'

1
九
六
五
年

(49
)
前
掲
茂
木
陽

一
氏

｢紹
介
廃
藩
置
県
後
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方
制
度
形
成
過
程
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つ
い
て
｣

(5
)
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川
県
史
』

1
1
'
資
料
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代
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代
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料

1
'
九
七
貢
'

一
九
八
六
年
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)
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掲

r
三
重
県
史
』
資
料
編
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代

1
'

1
九
〇
貢
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)
前
掲
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潟
県
史
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資
料
編
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四
'
七
四
頁
'
八
九
貢
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)
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岡
県
史
し
資
料
編

1
六
'
四
〇
五
～
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〇
六
頁
'

1
九
九
〇
年
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)
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媛
県
史
』
資
料
編
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代
二
'
四
貢
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四
年
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)
｢秋
田
県
史
』
県
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第

一
冊
'
二
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頁
'

一
九

一
七
年
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)
前
掲
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潟
県
史
』
資
料
編

1
四
'
九

1
頁
'
九
四
頁
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)
前
掲

F大
阪
府
布
令
集
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I
.
五
三
五
～
五
四
二
'
五
五
二
支
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)
前
掲

コ
月
都
府
百
年
の
資
料
.d
1
t
政
治
行
政
編
'
四
二
頁
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)
山
中
永
之
佑
氏
監
修
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代
日
本
地
方
自
治
立
法
資
料
集
成
』

一
､

1
0
貫
'
弘
文
堂
'

1
九
九

1
年
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)
前
掲
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編
埼
玉
県
史
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資
料
編

1
九
'

1
〇
五
-
1
〇
六
頁
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)
前
掲
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木
県
史
』
史
料
絹
近
現
代

1
.

1
五

1
頁
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)
前
掲
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形
県
史
.I
資
料
篇

1
.
明
治
初
期
上
'
四
二
七
貢
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)
前
掲

F.新
潟
県
史
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資
料
編

一
四
､
近
代
二
､
七
九
～
八
1
頁
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)
前
掲
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媛
県
史
』
資
料
篇
近
代

1
'
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1
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